
(日 本工業規格A列 4)

申 請 者 の 役 員 に 関 す る 誓 約 書

申請者の役員のうち、以下のものは、監理事業に直接的に関与する役員ではありません。

役員の氏名

また、当該役員について、下表に掲げる外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護

に関する法律第 26条第 5号に定められている欠格事由に該当する者ではないことを確認 しま し

た。当該役員に対 して、今後、欠格事由に該当するに至ったときは、直ちに上記申請者に申告す

るとともに、役員の地位 を退 く必要があることを説明 しています。

年    月     日  作成

申請者の名称

作成責任者 役職・氏名 ③



○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 (平成 28年法律第 89号)(抄 )

(許可の欠格事由)

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができない。

一 第十条第二号、第四号又は第十二号に該当する者

二・三  (略)      
・

四 第二十二条第一項の許可の申請の 日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関 し不正又は著 しく不

当な行為をした者

五 役員の うちに次のいずれかに該当する者があるもの

イ 第十条第一号、第二号、第五号、第九号又は第十号に該当する者

口 第一号 (第十条第十二号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者

ハ 第二十七条第 ^項 の規定により監理許可を取 り消された場合 (1司 項第 一号の規定により監理許可を取 り

消された場合については、第一号 (第十条第十二号に係 る部分を除く。)に該当する者 となつたことによ

る場合に限る。)において、当該取消 しの処分を受ける原因となつた事項が発生 した当時現に当該処分を

受けた者の役員であつた者で、当該取消しの目から起算 して五年を経過 しないもの

二 第二号に規定する期間内に第二十四条第 ^項の規定による監理事業の廃上の届出をした場合において、

同号の通知の日前六十 日以内に当該届出をした者 (当該事業の廃上について相当の理由がある者を除く。)

の役員であつた者で、当該届出の日から起算 して五年を経過 しないもの

六  (略 )

(認定の欠格事山)

第十条 次の各号のいずれかに該当す る者は、第八条第一項の認定を受けることができない。

 ́ 禁錮以上の刑に処せ られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算 して五年を

経過 しない者

二 この法律の規定その他出入国若 しくは労働に関する法律の規定 (第四号に規定する規定を除く。)であつ

て政令で定めるもの又はこれ らの規定に基づく命令の規定により、罰金の升1に処せ られ、その執行を終わ り、

又は執行を受けることがなくなつた日から起算 して五年を経過 しない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成二年法律第七十七号)の規定 (同法第二十条 (第

二号に係 る部分に限るc)及び第二十二条の規定を除く。)に より、又は刑法 (明 治四十年法律第四十五号)

第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二 in二十二条若 しくは第二百四十七条の罪若 し

くは暴力行為等処罰に関する法律 (大正十五年法律第六十号)の罪を犯 したことにより、罰金の刑に処せ ら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった 日から起算 して五年を経過 しない者

四 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若 しくは第二百十四条第一項、船

員保険法 (昭和十四年法律第七十二号)第百五十六条、第百五十九条若 しくは第百六十条第一項、労働者災

害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第二十一条前段若 しくは第二十四条第一項 (同法第二十一条前

段の規定に係る部分に限る。)、 厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二

若 しくは第百四条第一項 (同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、 労働保険の保険料

の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若 しくは第四十人条第一項 (同法第

四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第八十二条若 し

くは第人十六条 (同法第八 卜三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の升」に処せ られ、その執

行を終わ り、又は執行を受けることがなくなつた 日から起算 して五年を経過 しない者

五 成年被後見人若 しくll■被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

六～八  (略 )

九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員 (以 下この号において

「暴力団員」とい うc)又 は暴力団員でなくなった日から五年を経過 しない者 (第十二号及び第二十六条第

六号において 「暴力団員等」とい う。 )

十 営業に関し成年者 と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が高t各号又は次号のい

ずれかに該当するもの

十一 。十二  (略 )


